
名古屋市では、平成 16 年 11 月に「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」を制定

し、その中で、繁華街やターミナル周辺など人通りが多く路上喫煙による危険性が高い地域

（名古屋駅・栄・金山・藤が丘）を「路上禁煙地区」に指定し、地区内での喫煙を禁止しま

した。平成 18 年 7 月からは違反者に 2,000 円の過料を科しています。 

今回のアンケートは、路上禁煙施策の認知度等についておたずねし、今後の広報・啓発方

法を検討するうえでの参考とさせていただきます。 

① 路上禁煙の推進について

※各図表の「Ｎ」は、回答者数を表しています。 

問１ あなたは喫煙していますか。（○は１つだけ）

Ｎ＝969 

喫煙者と非喫煙者で回答にどのような違いがあるかなどを検証するため、まずあなたの喫

煙状況をお伺いします。喫煙には加熱式たばこも含みます。 

従来の「紙巻たばこ」は、火をつける（燃焼させる）ことで煙を発生させ、それに含まれ

るたばこ成分を吸入するものですが、「加熱式たばこ」は、たばこ葉やその加工品を電気的

に加熱し（燃焼させない）、発生させたニコチンを吸入するたばこ製品です。 

毎日喫煙する

10.6%

たまに喫煙する

0.7%

以前は喫煙していたが

やめた

27.0%喫煙したことがない

（未成年者を含む）

59.0%

無回答

2.6%



《問１で１、２と答えた方（喫煙する方）におたずねします。》 

問２ あなたは、携帯灰皿（吸い殻入れ）を普段使っていますか。（○は１つだけ）

Ｎ＝110

《問１で１～３と答えた方（喫煙する方、喫煙経験がある方）におたずねします。》 

問３ あなたは、一部の喫煙者がたばこの吸い殻をポイ捨てしてしまう理由は何だと思いま

すか。（○はいくつでも）

Ｎ＝372 

61.3%

66.7%

23.9%

8.1%

6.7%

20.2%

1.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

携帯灰皿（吸い殻入れ）を

持っていないから

近くに喫煙所や灰皿がないから

たばこの吸い殻が多く

捨てられている場所があるから

ポスターなどポイ捨て防止を

訴えかけるものが近くにないから

わからない

その他

無回答

名古屋市が実施した調査※によれば、道路上のポイ捨てごみのうち、たばこの吸い殻は

65％を占めています。（※美化推進重点区域における定点調査）

使っている

50.0%

たまに使っている

19.1%

使っていない、または

持っていない

29.1%

無回答

1.8%



《すべての方におたずねします。》 

問４ あなたが路上喫煙について、特に不安または不快に感じていることは何ですか。 

（○はいくつでも）

Ｎ＝969 

44.2%

73.6%

62.3%

68.9%

25.7%

34.1%

1.9%

8.9%

1.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

たばこの火によるやけど被害

ポイ捨てされた吸い殻による

景観の悪化

ポイ捨てされた吸い殻による火災

受動喫煙による周囲の人への健康被害

喫煙時、マスクを外すことによる

新型コロナウイルス感染症の感染拡大

未成年者の喫煙による

青少年の健全育成への悪影響

特にない

その他

無回答

路上喫煙とは、道路上で立ち止まって喫煙したり、歩行中や自転車運転中に喫煙したりす

ることを指します。路上喫煙について感じていることなどをお伺いします。（名古屋市外で

の出来事も含めてお答えください。）



被害にあったことがある

2.2%

被害にあったことはないが、

危険を感じたことがある

49.3%

被害にあったことも、

危険を感じたこともない

47.1%

無回答

1.4%

問５ あなたや家族、知り合いが、最近（おおむね５年以内で）路上喫煙をしている人により、

やけどや衣服などを焦がしたといった被害にあったり、危険を感じたことがありますか。

（○は１つだけ）

Ｎ＝969



問６ あなたは、名古屋市では４地区（名古屋駅・栄・金山・藤が丘）が路上禁煙地区として

指定されていることを知っていましたか。（○は１つだけ）

Ｎ＝969 

路上禁煙地区に指定されている区域（範囲）は、それぞれ以下の斜線のところです。

   名古屋駅地区                    栄地区

金山地区               藤が丘地区

４地区すべて知っている

9.7%

４地区すべては知らないが、

一部の地区なら知っている

45.7%

地区までは知らないが、

路上禁煙地区については

聞いたことがある

25.3%

路上禁煙地区について

知らなかった

15.7%

無回答

3.6%



《問６で１、２と答えた方（路上禁煙地区について知っている方）におたずねします。》 

問７ あなたは、４地区（名古屋駅・栄・金山・藤が丘）の路上禁煙地区について、区域まで

ご存じの地区はありますか。概ねご存じの地区の番号に全て〇をつけてください。 

（○はいくつでも）

Ｎ＝537 

61.8%

59.6%

33.9%

8.8%

21.2%

0.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

名古屋駅地区

栄地区

金山地区

藤が丘地区

区域まで知っている地区はない

無回答



《問６で１～３と答えた方（路上禁煙地区を知っている方または聞いたことがある方）におた

ずねします。》 

問８ あなたは、路上禁煙地区に関する情報を何からお知りになりましたか。 

（○はいくつでも）

Ｎ＝782 

33.1%

48.2%

50.4%

9.3%

1.9%

0.4%

19.2%

5.2%

1.2%

2.2%

6.9%

8.4%

7.7%

1.9%

3.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

テレビ・ラジオ放送

路上禁煙地区内の看板

路上禁煙地区の路面表示

公共交通機関の車内ポスター

観光情報誌の広告

TwitterやYouTubeなど

ＳＮＳでの広告

広報なごや

喫煙所内のポスター

百貨店や地下街での

アナウンス放送

金山駅北口のデジタルサイネージ

路上禁煙地区を巡回する指導員を

見かけた、または指導員からの情報提供

友人・知人・会社等の

同僚・家族から話を聞いた

何から知ったか覚えていない

その他

無回答



《すべての方におたずねします。》 

問９ 市外居住者に名古屋市の禁煙地区を知ってもらうために有効だと思うことは何ですか。

（○は２つまで）

Ｎ＝969 

72.7%

51.9%

6.3%

8.5%

13.1%

18.1%

8.8%

9.6%

11.2%

2.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

駅構内、鉄道・バスの車内へのポスター掲出

主要駅近くの商業施設や公共施設への

ポスター掲出

市公式ウェブサイト等への広告掲出

観光情報誌への広告掲出

観光地や観光施設へのポスター掲出

TwitterやYouTubeなどＳＮＳへの広告掲出

大規模なイベントの場における広報

ホテルなど宿泊施設へのポスター掲出

その他

無回答

路上禁煙地区では専任の指導員がパトロールを行っています。指導員は禁煙地区での違

反者に対し、条例の趣旨を説明し、2,000円の過料を徴収しています。

年度 過料処分件数

令和2年度   885件・・・1日当たり約2.4件の違反者

令和元年度 1,001件・・・1日当たり約2.7件の違反者

平成30年度 1,420件・・・1日当たり約3.8件の違反者

違反者の居住地を全て確認していませんが、確認できた者の統計データによると約４割が

市外居住者であるため、名古屋に来訪される方々に対する路上禁煙地区の広報が課題の一つ

となっています。



問 10 あなたは、条例における「喫煙者の責務」を知っていましたか。（○は１つだけ）

Ｎ＝969 

21.5%

9.3%

16.5%

48.7%

4.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

両方とも知っていた

歩行中又は自転車の乗車中に

喫煙しないよう努めることだけ知っていた

喫煙する者は吸い殻入れを

携帯するよう努めることだけ知っていた

両方とも知らなかった

無回答

名古屋市では、平成16年11月に施行した「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」に

おいて、「喫煙者の責務」として、次のように定められています。

○市内全域の公共の場所において、歩行中又は自転車の乗車中に喫煙しないように努めな

ければならない。

○喫煙しようとする者は、公共の場所にたばこの吸い殻をみだりに捨てないよう、吸い殻

入れの携帯に努めなければならない。



問 11 あなたは、喫煙者が路上で加熱式たばこを喫煙することについてどのように思います

か。（○は１つだけ）

Ｎ＝969 

問12 「路上禁煙の推進」について、ご意見がございましたら、ご自由にお書きください。

・ 歩きながらたばこを喫煙することは本当に危険です！子供の頭ラインにきます。とても信じ

られない行為です！

・ 路上禁煙地区を増やしてほしい。

・ 歩きタバコ、自転車乗車中のタバコはやめていただきたいが、喫煙者の方にも肩身が狭い思

いをさせないよう喫煙場所とか作ってあげてほしい

・ 吸殻の多さが気になります。喫煙者のマナーの向上を望むだけです。

・ 路上喫煙は周囲の人を不快にさせたり、危険を及ぼすものと考えます。根気強く喫煙マナー

を順守してもらうようポスター、マスコミなどで啓発をすることが肝要と思います。

ほか 

近年、喫煙者本人及び周囲への健康影響や臭いなどが「紙巻たばこ」より少ないという

期待から、「加熱式たばこ」が急速に普及しています。分析結果からは、加熱式たばこの主

流煙には、多くの種類の有害化学物質が含まれるものの、ニコチン以外の有害化学物質の

量は少なかったと報告※されています。しかし、販売開始からの年月が浅いため、長期使

用に伴う健康影響は明らかになっていません。

※厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学特別研究「非燃焼加熱式たばこにおける成分分

 析の手法の開発と国内外における使用実態や規制に関する研究」

気になる

56.0%

気にならない

21.1%

わからない

19.7%

無回答

3.2%


